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東京都における広域避難場所指定の経緯と論点
2013/11/22 市古太郎（首都大学東京）

１.戦後の都市防災対策の経緯の中で

(1)浜田稔「都市防火の工学的研究」（建築学体系21：建築防火論，1970年）

　・安全性評価（人体が許容可能な輻射熱量の計算）

　　→「関東地震時の火災延焼図」からの組み立て

　　→人体が許容可能な許容輻射熱の限界：2,050kcal/m2h

　　→必要前面距離N(m)：300m（理想火炎状態：炎の高さ55m，において）

　・上記「浜田理論」が現在の東京都の広域避難場所安全性評価にも修正踏襲されている．

(2)熊谷良雄（2006）東京の都市化と防災

　・新潟地震（1964）「地方中心都市を戦後初めて襲った地震．典型的な『都市震災』」

　・1965年0メートル市街地防災拠点整備方式樹立調査

　・1969年江東地区再開発基本構想

　・白髭東：「市街地大火による輻射熱から避難者を守る（2050Kcal/m2h）ための後退距離が充分に確保できる敷地

形状ではなかったため，高層の住棟を既成市街地側に建設することによって輻射熱を遮蔽」

2.広域避難場所指定に関する調査内容（第6回と第7回でほぼ共通）

　(1)「避難場所」の安全性評価

　　想定火災域／想定火災域で発生する熱量設定／必要前面距離／避難有効面積の算定

　　別途，現地調査を実施（池などの水面部分や傾斜地の除外）

　(2)地区内残留地区の算出と選定

　　(a)木造（防火木造を含む；以下同じ）建物が50棟以上連担しない。

　　(b)地区内に耐火建物・準耐火建物の建築面積が全建築面積の７割以上を占める。

　　(c)上記の町丁のつらなりが65ha以上の面積にわたり広がっている。

　　(d)地の状況から火災が発生した場合に逃げ切れなくなるような状況がみられない

　　(e)地区外の人にとって必要な避難場所を内在させる地区は指定しない。

　　(f)地区外の人にとって必要な避難場所へ向かう経路上にあたる地区は指定しない。

　(3)避難道路の選定条件（S49初回指定より変更無し）

　　(a)地区割当により割り当てられた避難場所までの距離が3km以上の道のりになる地域に避難道路を指定する。

　　(b)避難道路の幅員は原則15ｍ以上とする。ただし、これに該当する道路がない場合は7.5m以上とする。

　　(c)避難道路は交差しない。避難道路上の避難は一方通行を原則とする。

　　(d)最遠地点からの避難道路はなるべく1本とする。（分散避難しない）

　(4)地区割当の検討要件

　　(a)「地区割当計画」については従来計画との継続性に留意するものとし、区域全域の人々の一斉避難を必要とする

最悪の場合をも想定する。したがって、避難計画人口は、各区の町丁目単位ごとの昼間人口・夜間人口のうちの

最大値をとって算出する。
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　　(b)地区割当の決定に際しては、前回の改定と同様、原則として町丁、町内会、自治会区域を単位とし、地区によっ

ては河川・主要道路・鉄道等の境界を考慮する。

　　(c)避難有効面積の確保：避難人口の１人当たり面積を１㎡以上確保できるようにする。

　　(d)遠距離避難の解消：避難場所までの距離が３㎞以上となる地区を極力解消する。

　※地区割当問題の問題についての関連研究．
　　・武末裕樹，鈴木勉，糸井川栄一（2008）地震火災リスクを考慮した避難危険性の評価に関する研究，日本都市計画学会学術研

究論文集43-5，pp.25-30

　　・高橋洋二，兵藤哲朗（2005）避難経路および避難場所の危険度に着目した避難計画の評価に関する研究　-江東区地域防災計画

における広域避難計画の安全性向上に関するケーススタディ-，日本都市計画学会学術研究論文集40-3，pp.691-696

3.個人的な問題意識

　(1)東京都指定避難場所の運用に関する区市標準マニュアルの策定

　　※少なくとも次の２つの視点から策定おくと有効と思われる．

　　①日常時の維持管理方法

　　・地震火災発生時の避難場所利用の視点から見た維持管理上の留意点について（低木の剪定など）

　　・管理（所有）主体に応じて配慮する面も出てくるだろう．

　　・有効面積率に関係する「樹木」など，避難場所の環境整備（リニューアル）についての検討もあり得るだろう．

　　②災害時の運用にかかる標準手順

　　・都と区の連絡連携体制はどうなるのか．

　　・すでに災害時の利用計画が立てられている（立てるべき）避難場所の有無を，指定担当部署として把握しておく

必要があるのでは．（計画内容として想定されるのは物資配布拠点など）

　(2)二段階避難の視点からみた地区割当の妥当性の検証

　　・一段階目（一時集合場所や避難所（小中学校））を経由しての東京都指定避難場所への避難行動について，各区

で多様な対応準備が検討されている．

　　・現在の委員会検討では，国勢調査の集計単位である町丁目（場合によっては細分し面積按分）の中心からの距離

で検討しているが，二段階避難行動を当てはめた場合，どれだけ乖離が生じるか．つまり，一時集合場所から避

難場所への距離との差はいかほどか．現在の算出方法はどの面で妥当性があるのか，を検討．
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避難場所等の指定変更の概要 ２０１３．５．１０

都市整備局

地域防災計画（避難者対策）の位置付け

「首都直下地震による東京の被害想定」をふまえ

・避難場所内の液状化による利用スペースの減少を考慮

・津波の予測がある避難場所を一部又は全部を廃止

避難場所の新旧対照表

区 分
現行
(2008)

変更
(2013)

避難場所 箇所数 189か所 197か所

避難場所面積合計 5,914ha 5,811ha

避難計画人口 981万人 964万人

地区内残留地区 区域面積合計 9,020ha 10,044ha

区域内人口 256万人 307万人

液状化（亀裂）の事例

液状化を考慮した
避難場所数

９８か所

（千葉県幕張海浜公園）

津波による浸水のおそれがある
避難場所の廃止

・浜離宮（中央区）

・一部廃止９か所（荒川河川敷等）

・多摩川河川敷・

六郷橋一帯（大田区）

避 難 場 所 等 の 指 定 変 更 の 概 要

六本木ヒルズ

東京ミッドタウン

アークヒルズ

泉ガーデン

環状二号線虎ノ門街区
（都施行）

地区内残留地区拡大事例（六本木・赤坂地区）

環状二号線虎ノ門街区
（都施行）

一
時
集
合
場
所

鎮火する

地 区 内 残 留 地 区

自
宅
、
事
務
所
又
は
避
難
所

※周辺の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区内に大規模
な延焼火災の恐れがなく、広域的な避難を要しない区域

避 難 場 所
・面積は、およそ５ha以上

・土地の利用状況が、空地や耐火
建物群、河川敷、グランド、学校、
公園・緑地などの場所

・避難者が輻射熱の影響の少ない
安全な場所まで後退できる奥行き
がある場所

避難場所の要件

・住民は震災時に拡大する
火災が鎮火するまで、一
時的に避難場所へ避難

・震災対策条例に基づき、
区部は都が指定

・おおむね5年ごとに見直し
を実施

避難場所の概要

発

災

耐火造
準耐火造
木造50
連担以上

避難場所

現行地区内残留地区

新規地区内残留地区

※
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